
 
 復興無利子国債導入による経済効果（仮定計算） 
 
 
 

 
 
  

復興無利子国債 

184 兆円 

贈与額うち半分は、 

復興無利子国債購入 

・政府支出が増加するこ

とによる増収分（10 年

間） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１/２ 

 

 

70 歳以上の者の 

金融資産 

369

（贈与対象財産） 

兆円
 

・消費へ回ると期待され

る額（10 年間） 
 

・消費に回ることによる

税収増加分累積（10 年

間） 

 

贈与財産 

184 兆円 

１/２ 

30～40 歳代への贈与は非課税、 

同年代の消費性向 70.1％ 

 

・現行の相続税収 

（金融資産対応部分、10 年間） 4.5 兆円 

家計の金融資産（純額）は、696 兆円 

（2009 年度、保険・年金準備金除く）、 

うち 70 歳以上の者の保有割合は 53％

（総務省「家計調査」による） 

16.5 兆円

11.6 兆円

129.0 兆円

28.1 兆円 
の増収 





 
 
 贈与税・相続税の計算（現行制度）
 
 
 

○ その後、相続発生。被相続人は、妻、子 2 人（成年）、法定相続割合で相続。

○ 70 歳以上の者から 30～40 歳代の者へ５億円贈与  
 
 
 
（単位：円） 

贈 与 時   相 続 時 

受贈財産 500,000,000  相続財産 252,800,000  

基礎控除 1,100,000  基礎控除 80,000,000  

基礎控除後 498,900,000  基礎控除後 172,800,000  

  

 
法定相続分 

配偶者 子１ 子２  

 86,400,000 43,200,000 43,200,000  

 税額 18,920,000 6,640,000 6,640,000  

 税額控除 160,000,000 0 0 贈与及び相続税額合計 

税額 247,200,000  税額控除後税額 0 6,640,000 6,640,000 260,480,000 

税引き後贈与財産 252,800,000

 

 
 
 
 
    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

贈与時  相続時(復興無利子国債分 50％)  

受贈財産 500,000,000  合計課税価額 250,000,000  

基礎控除 0  基礎控除 80,000,000 

 
基礎控除後 0  基礎控除後 170,000,000 

  

 
法定相続分 

配偶者 子１ 子２ 

 85,000,000 42,500,000 42,500,000

 税 額 18,500,000 6,500,000 6,500,000  

 税額控除 160,000,000 0 0 贈与及び相続税額合計 

税 額 非課税  税額控除後税額 0 6,500,000 6,500,000 13,000,000 

税引き後贈与財産 500,000,000

 

復興無利子国債を利用した若年層への資産移転スキーム（案）〔計算例〕

○10年目に相続発生。被相続人は、妻、子２人（成年）、

法定相続割合で相続 

○復興無利子国債相当分については、相続税を課税 

現行並みの 

相続税課税 

相続税 
非課税 

○70 歳以上の者から 30～40 歳代の者へ５億円贈与 

○３年間の時限措置として贈与税非課税 

○贈与財産のうち２分の１は復興無利子国債（償還期間 10

年）とすることを義務付け 

 

70 歳以上の者の

金融資産 

(贈与対象財産）

５億円 贈与財産 

贈与税非課税 

２.５億円 

10 年間

贈 与 時 相 続 時 

無利子国債 

贈与税非課税 

２.５億円 

１／２ 

１／２ 

 

30～40 歳代

への 

資産移転 

贈与税非課税（３年間） 
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